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保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
今
月
中
旬

に
発
送
し
ま
す

保
険
料
は
、
均
等
割
額
と
所
得
割

額
の
合
計
で
す
。
本
年
度
の
均
等
割

額
は
４
万
２
７
０
０
円
、
所
得
割
率

は
８
・
48
パ
ー
セ
ン
ト
、
１
人
当
た

り
の
上
限
額
は
55
万
円
で
す(

所
得

の
少
な
い
人
は
保
険
料
が
軽
減
さ
れ

ま
す)

。
決
定
し
た
本
年
度
の
保
険
料
か
ら

仮
徴
収
で
納
め
た
額
を
差
し
引
い
た

残
り
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
徴
収
方
法
に
よ
り
本
徴
収
の
期
別

が
異
な
り
ま
す(

下
表)

納
付
方
法
が
変
更
で
き
ま
す

現
在
、
特
別
徴
収(

年
金
か
ら
天

引
き)

の
人
は
、
金
融
機
関
へ
の
口

座
振
替
の
申
請
と
市
役
所
へ
特
別
徴

収
の
中
止
申
請
を
す
る
こ
と
で
、
納

付
方
法
を
特
別
徴
収
か
ら
口
座
振
替

へ
変
更
で
き
ま
す
。

ま
た
、
普
通
徴
収(

納
付
書
で
納

付
ま
た
は
口
座
振
替)

の
人(

特
別
徴

収
の
中
止
申
請
を
済
ま
せ
た
人
を
除

く)

も
、
次
の
全
て
の
項
目
に
該
当
す

る
場
合
は
、
自
動
的
に
特
別
徴
収
に

切
り
替
わ
り
ま
す
。

特
別
徴
収
を
希
望
し
な
い
人
は
、

口
座
振
替
の
申
請
と
特
別
徴
収
の
中

止
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

①
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
て
い
る

②
介
護
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ
て
い

る
年
金
の
受
給
額
が
、
年
額
18
万

円
以
上

③
介
護
保
険
料
額
と
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
額
の
合
計
が
、
②
の
年

金
額
の
２
分
の
１
以
下

申
請
に
必
要
な
も
の

■
口
座
振
替
　
通
帳
／
通
帳
の
届
け

出
印

■
特
別
徴
収
中
止
　
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
／
印
鑑
／
金
融
機

関
で
渡
さ
れ
る
口
座
振
替
依
頼
書

の「
ご
本
人
控
え
」

※
口
座
振
替
に
変
更
し
た
場
合
、
そ

の
社
会
保
険
料
控
除
は
、
口
座
振

替
に
よ
り
支
払
っ
た
人
に
適
用
さ

れ
ま
す

問
い
合
わ
せ
　
市
民
課
国
保
係
1
内
線
３
１
３
２

仮徴収と本徴収

徴収方法
１期(４月)

仮徴収

前年度の第６期(２月)と同額

仮徴収

前年度の年額を６で割った金額

本徴収

(決定した年額－仮徴収額)を４で割った金額

(決定した年額－仮徴収額)を３で割った金額

本徴収

２期(６月) ３期(８月) ４期(10月) ５期(12月) ６期(２月)

特別徴収
年金から天引き

普通徴収
納付書納付
口座振替

納期

保
険
料
の
納
付
に
は
、
前
納
制
度

が
あ
り
ま
す
。
前
納
す
る
と
保
険
料

が
割
引
に
な
り
ま
す
。

現
金
で
の
納
付
を
希
望
す
る
人
は
、

「
国
民
年
金
保
険
料
納
付
案
内
書
」に

付
い
て
い
る「
下
期
」の
納
付
書
で
、

10
月
31
日
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
で
６
カ
月
分
の
保
険
料

を
前
納
す
る
と
、さ
ら
に
お
得
で
す
。

口
座
振
替
で
保
険
料
の
前
納
を
希
望

す
る
人
は
、
８
月
末
日
ま
で
に
金
融

機
関
、
ま
た
は
渋
川
年
金
事
務
所
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。そ
の
際
、

通
帳
、
届
け
出
印
、
基
礎
年
金
番
号

が
分
か
る
も
の(

年
金
手
帳
、
国
民

年
金
保
険
料
納
付
書
な
ど)

を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
前
納
し
た
期
間
中
に
、

就
職
し
て
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
な

ど
の
理
由
で
国
民
年
金
保
険
料
を
納

め
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、

そ
れ
以
降
の
期
間
の
保
険
料
は
還
付

さ
れ
ま
す
。

※
６
カ
月
分
の
保
険
料
を
前
納
し
た

場
合
の
金
額
は
次
の
と
お
り
で
す

■
毎
月
現
金
で
納
付

８
万
９
８
８

０
円(

１
万
４
９
８
０
円
×
６
カ

月)

■
現
金
で
前
納

８
万
９
１
５
０
円

(

７
３
０
円
割
引)

■
口
座
振
替
で
前
納

８
万
８
８
６

０
円(

１
０
２
０
円
割
引)

国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
や

一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
た
期
間

は
、
保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合

に
比
べ
、
将
来
受
け
る
年
金
額
が
少

な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
若
年
者
納

付
猶
予
や
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を

受
け
た
ま
ま
で
追
納
し
な
か
っ
た
場

合
、
そ
の
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
期
間
は
、
10
年
以
内
で

あ
れ
ば
、
あ
と
か
ら
保
険
料
を
納
め

る
こ
と(

追
納)

が
で
き
ま
す
。

※
承
認
を
受
け
た
３
年
目
以
降
に
追

納
す
る
場
合
に
は
、
当
時
の
保
険

料
に
経
過
し
た
年
数
に
応
じ
て
加

算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す

問
い
合
わ
せ

渋
川
年
金
事
務
所
国

民
年
金
課
1
０
２
７
９
　
１
６
０

７
へ

保
険
料
の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す

保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替
が
お
得

で
す

介
護
保
険
料

介
護
保
険
料
は
、
世
帯
や
本
人
の

所
得
や
課
税
の
状
況
に
よ
り
７
段
階

に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
決
ま

っ
た
保
険
料(

年
額)

を
年
６
回
の
納

期
に
振
り
分
け
て
納
め
ま
す
。

仮
算
定
と
本
算
定

各
期
の
保
険
料
は
、
前
年
分
所
得

の
確
定
前
は
前
年
度
保
険
料
を
基
に

仮
算
定(

別
表
１)

し
、
所
得
の
確
定

後
は「
介
護
保
険
料(

年
額)

」(

別
表

２)

で
本
算
定
を
行
い
ま
す
。
仮
算

定
と
の
過
不
足
分
は
、
本
算
定
で
調

整
さ
れ
ま
す
。

納
付
方
法

65
歳
以
上
の
人(

第
１
号
被
保
険

者)

は
、
介
護
保
険
料
の
納
入
方
法

が
２
通
り
あ
り
ま
す
。

①
特
別
徴
収(

年
金
天
引
き)

日
本
年
金
機
構
な
ど
の
指
定
に
よ

り
、
年
金
か
ら
直
接
納
め
る
方
法(

老

齢
基
礎
年
金
や
退
職
年
金
、
遺
族
年

金
、
障
害
年
金
な
ど
を
年
間
18
万
円

以
上
受
給
し
て
い
る
人)

。

②
普
通
徴
収(

納
付
書
納
付
、
ま
た

は
口
座
振
替)

市
か
ら
送
付
す
る
納
付
書
に
よ
り
、

金
融
機
関
な
ど
に
直
接
納
め
る
方
法

(

特
別
徴
収
に
該
当
し
な
い
人
、
年

度
途
中
に
65
歳
に
到
達
し
た
人
、
ま

た
は
転
入
し
た
人)

。

※
普
通
徴
収
の
人
は
、
口
座
振
替
が

便
利
で
す
。
各
金
融
機
関
で
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い

保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と

介
護
保
険
は
介
護
の
必
要
な
人
を

社
会
全
体
で
支
え
合
う
制
度
で
す
。

特
別
な
理
由
も
な
く
保
険
料
を
納
め

な
い
で
い
る
と
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
た
と
き
に
掛
か
る
費
用
の
全

額
負
担
や
保
険
給
付
の
支
払
い
差
し

止
め
な
ど
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

ま
た
、
保
険
料
が
時
効(

２
年)

と

な
っ
た
場
合
、
そ
の
期
間
と
金
額
に

応
じ
て
保
険
給
付
額
が
減
額
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
と
き
の
負
担
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

納
付
を
忘
れ
て
い
る
人
は
早
め
に

保
険
料
を
納
め
ま
し
ょ
う
。
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介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

介
護
保
険
料
が
確
定

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
福
祉
課
介
護
保
険
係
1
内
線
７
７
２
５
３

(別表１) 仮算定と本算定

(別表２) 介護保険料(年額)

所得段階

世帯全員が
市民税非課税

生活保護を受けている人、または
老齢福祉年金を受給している人

基準額×0.50

基準額×0.50

基準額×0.65

基準額×0.75

基準額×0.90

基準額

基準額×1.25

基準額×1.50

基準額×1.75

21,500円

21,500円

－

32,200円

38,700円

43,000円

53,700円

64,500円

75,200円

26,300円

26,300円

34,200円

39,400円

47,300円

52,600円

65,700円

78,900円

92,000円

4,800円

4,800円

※新設

7,200円

8,600円

9,600円

12,000円

14,400円

16,800円

課税年金収入額と合計所得金額の
合算額が80万円以下の人

課税年金収入額と合計所得金額の
合算額が120万円以下の人

課税年金収入額と合計所得金額の
合算額が120万円を超える人

世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非
課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合算額
が80万円以下の人

世帯内に市民税課税者がいるが、本人は市民税非
課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合算額
が80万円を超える人

合計所得金額が190万円未満の人
合計所得金額が190万円以上400
万円未満の人

合計所得金額が400万円以上の人

本人が
市民税課税

対象 調整率
保険料額

平成23年度 改定額平成24～26年度

第１段階

第２段階

第３段階
（軽減措置あり）
第３段階

（軽減措置なし）

第４段階
（軽減措置あり）

第４段階
（軽減措置なし）

第５段階

第６段階

第７段階

徴収方法

特別徴収
年金から天引き

普通徴収
納付書納付
口座振替

納期
１期(４月) ２期(６月) ３期(８月) ４期(10月) ５期(12月) ６期(２月)

仮算定

前年度の第６期(２月)と同額 (確定した年額－仮算定額)を３で割った金額

本算定

仮算定

前年度の年額を６で割った金額 (確定した年額－仮算定額)を４で割った金額

本算定


